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(57)【要約】
【課題】発光効率を改善することのできる平面らせん形
蛍光ランプを提供する。
【解決手段】発光管２２を保持する保持部材２５が、フ
ィラメント２４を有する発光管２２の端部２２ｂを把持
しないので、保持部材２５は発光管２２の端部２２ｂの
発熱による温度上昇の影響が小さくなる。このため、保
持部材２５を介して最冷点（２２ａ）の温度が上昇する
のを回避できるので、発光効率を改善することができる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面らせん形状をした発光管を有する平面らせん形蛍光ランプであって、
　前記発光管を保持する保持部材が、前記発光管のフィラメントを有する端部以外の場所
を把持するようにしたことを特徴とする平面らせん形蛍光ランプ。
【請求項２】
　前記保持部材を、前記発光管の両端の口金同士を結ぶ直線に対して直交する直線上に配
置したことを特徴とする請求項１記載の平面らせん形蛍光ランプ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の平面らせん形蛍光ランプを用いたことを特徴とする照明器具
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平面らせん形状をした発光管を有する平面らせん形蛍光ランプおよびこの平
面らせん形蛍光ランプを用いた照明器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、らせん形蛍光ランプにおいて、ランプ着脱時に発光管が破損するのを防止す
るために、発光管を保持する保持部材が設けられている（例えば特許文献１、２参照）。
　図３に示すように、特許文献１に記載のらせん形蛍光ランプ１００においては、１本の
ガラス管を円形の中央に向かって半径を小さくしながららせん状に巻回して発光管１０１
が形成されている。従って、１個のらせん形蛍光ランプ１００において、中心側に口金１
０２およびランプピン１０３が設けられ、最外側に接続ソケット１０４が設けられること
になる。また、発光管１０１の裏側には発光管１０１全体を覆う円板形基板１０５が設け
られており、円板形基板１０５には発光管１０１を保持する保持部材１０６が設けられて
いる。
【０００３】
　また、図４（Ａ）および（Ｂ）に示すように、特許文献２に記載のらせん形蛍光ランプ
１１０においては、一連の屈曲した発光管１１１が、管中央部１１２を中心として略一平
面上で渦巻状に旋回された二重渦巻き形状を有している。そして、略対向して離れた両端
部、すなわち管端部１１３ａ、１１３ｂには、各々口金１１４が設けられ、各口金１１４
からは１対のランプピン１１５が突出して設けられている。また、両管端部１１３ａ、１
１３ｂ間には保持部材としてのブリッジ１１６が設けられている。
【特許文献１】特開２００３－１７０００号公報（第１図）
【特許文献２】特開２００７－２７３３３６号公報（第２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されているらせん形蛍光ランプ１００においては、保
持部材１０６で温度が高くなる端部を把持するのを回避することができるものの、発光管
１０１の全体を円板形基板１０５で覆うため、発光管１０１が発する熱が全体にこもって
発光効率が低下するという不都合がある。また、特許文献２に記載されているらせん形蛍
光ランプ１１０においては、発熱する管端部１１３ａ、１１３ｂと最冷点である管中央部
１１２とがブリッジ１１６で連結されるため、管端部１１３ａ、１１３ｂの熱が伝達され
て最冷点の温度が上昇し、発光効率が低下するという不都合がある。
【０００５】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、発光効率を改善することので
きる平面らせん形蛍光ランプおよびこの平面らせん形蛍光ランプを用いた照明器具を提供
することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の平面らせん形蛍光ランプは、平面らせん形状をした発光管を有する平面らせん
形蛍光ランプであって、前記発光管を保持する保持部材が、前記発光管のフィラメントを
有する端部以外の場所を把持するようにした構成を有している。
【０００７】
　この構成により、発光管を保持する保持部材が、フィラメントを有する発光管の端部を
把持しないので、保持部材は発光管の端部の発熱による温度上昇の影響が小さくなる。こ
のため、保持部材を介して最冷点の温度が上昇するのを回避できるので、発光効率を改善
することができる。
【０００８】
　また、本発明の平面らせん形蛍光ランプは、前記保持部材を、前記発光管の両端の口金
同士を結ぶ直線に対して直交する直線上に配置した構成を有している。
【０００９】
　この構成により、保持部材は、前記発光管の両端の口金同士を結ぶ直線に対して直交す
る方向に設けられるので、発光管の両端部から最も遠い位置に配されることになる。この
ため、発光管の端部の発熱による影響を最も小さくすることができる。
【００１０】
　さらに、本発明の照明器具は、前述した平面らせん形蛍光ランプを用いた構成を有して
いる。
【００１１】
　この構成により、平面らせん形蛍光ランプにおいて、発光管を保持する保持部材が、フ
ィラメントを有する発光管の端部を把持しないので、保持部材は発光管の端部の発熱によ
る温度上昇の影響が小さくなる。このため、保持部材を介して最冷点の温度が上昇するの
を回避できるので、発光効率を改善することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、発光管を保持する保持部材が、フィラメントを有する発光管の端部を把持し
ないので、保持部材は発光管の端部の発熱による温度上昇の影響が小さくなる。このため
、保持部材を介して最冷点の温度が上昇するのを回避できるので、発光効率を改善するこ
とができるという効果を有する平面らせん形蛍光ランプを提供することができるものであ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明にかかる照明器具の実施形態について、図面を用いて説明する。
　図１は本発明の第１実施形態にかかる照明器具を示す斜視図、図２は本発明の実施形態
にかかる平面らせん形蛍光ランプの器具本体側から見た斜視図である。
【００１４】
　図１に示すように、本発明にかかる照明器具１０は、天井や壁等の壁面１１に固定して
使用するものであり、例えば矩形箱状の器具本体１２と、器具本体１２の前面開口を覆う
透明あるいは半透明の樹脂等からなるパネル１３を有している。器具本体１２の底板１２
ａには、一方の端部２２ｂ寄りに商用交流電源（図示省略）に接続されている点灯装置１
４等の電気部品が取付けられており、点灯装置１４等を覆うとともにパネル１３を取付け
るための取付板１５が設けられている。パネル１３は、ネジ１３ａを取付板１５のネジ穴
１５ａに螺合し、締め付けることにより着脱可能に取付けられる。
【００１５】
　また、底板１２の中央部および他方の端部２２ｂよりには、蛍光ランプとしての平面ら
せん形蛍光ランプ２０の照明光をパネル１３側に反射して照明効率を向上させる反射板１
６が設けられており、反射板１６の上面に、平面らせん形蛍光ランプ２０を装着するため
の一対のランプソケット１７、１７が取付けられている。これらランプソケット１７、１
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７は、電源線（図示省略）によって、点灯装置１４に接続されている。そして、器具本体
１２における平面らせん形蛍光ランプ２０に対向する面である反射板１６の上面には、平
面らせん形蛍光ランプ２０をランプソケット１７に装着した際に、平面らせん形蛍光ラン
プ２０を保持するランプ支持バネ１８が設けられている。
【００１６】
　図２に示すように、平面らせん形蛍光ランプ２０は、管状の放電路が長手方向中央部２
２ａを始点として同一平面に沿って２重渦巻状に旋回された発光管２２を有しており、発
光管２２の中央部２２ａは、その他の部分に比して太径となっており、最冷点となってい
る。発光管２２の両端部２２ｂにはそれぞれ口金２３、２３が取付けられており、両口金
２３、２３は、発光管２２の中央部２２ａに対して、点対称の位置に設けられている。各
口金２３、２３には、平面らせん形蛍光ランプ２０の平面に直交する方向に一対のランプ
ピン２１が一端を発光管２２の軸方向に沿って突出して設けられており、他端は発光管２
２の内側端部２２ｂに設けられているフィラメント２４に接続されている。
【００１７】
　発光管２２における最冷点（２２ａ）と反対側面（図２（Ｂ）において上側面）には、
発光管２２の最外周同士を連結する保持部材であるブリッジ２５が設けられている。ブリ
ッジ２５の両端には、発光管２２を保持するためのリング状の保持部２５ａが設けられて
おり、発光管２２のフィラメント２４を有する端部２２ｂ以外の場所を把持するように配
置されている。例えば、ブリッジ２５を、両口金２３、２３を結ぶ直線Ｌ１に対して直交
する方向に設けるのが望ましい。
【００１８】
　以上、説明した本発明の実施形態にかかる平面らせん形蛍光ランプ２０およびこの平面
らせん形蛍光ランプ２０を用いた照明器具１０によれば、発光管２２を保持するブリッジ
２５が、フィラメント２４を有する発光管２２の端部２２ｂを把持しないので、ブリッジ
２５はフィラメント２４による発光管２２の端部２２ｂの発熱による温度上昇の影響が小
さくなる。このため、ブリッジ２５を介して最冷点（２２ａ）の温度が上昇するのを回避
できるので、発光効率を改善することができる。
【００１９】
　特に、ブリッジ２５を、発光管２２の両端の口金２３同士を結ぶ直線Ｌ１に対して直交
する方向に設けることにより、発光管２２の両端部２２ｂから最も遠い位置に配されるこ
とになるため、発光管２２の端部２２ｂの発熱による影響を最も小さくすることができる
。
【００２０】
　なお、本発明の平面らせん形蛍光ランプは、前述した実施形態に限定されるものでなく
、適宜な変形，改良等が可能である。
　例えば、前述した各実施形態においては、矩形箱状の器具本体１２を例示したが、これ
に限らず、例えば円形箱状等にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態にかかる照明器具を示す斜視図
【図２】（Ａ）は本発明の実施形態にかかる平面らせん形蛍光ランプの器具本体側から見
た斜視図、（Ｂ）は（Ａ）中Ｂ－Ｂ位置の断面図
【図３】従来の蛍光ランプを示す平面図
【図４】（Ａ）は従来の蛍光ランプを示す平面図、（Ｂ）は断面図
【符号の説明】
【００２２】
　２０　平面らせん形蛍光ランプ
　２２　発光管
　２２ｂ　端部
　２３　口金
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　２４　フィラメント
　２５　ブリッジ（保持部材）

【図１】 【図２】
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